様式1
[bookmark: _Hlk205379302]遠賀deつながる乾杯応援事業（社内親睦会補助制度）申請書
[bookmark: _Hlk205379529]申請日　　令和7年　　月　　日
遠賀町商工会　親睦事業委員長　様

	[bookmark: _Hlk205379317]事業所名
	

	申請者名
	


従業員親睦のための会合の開催について、下記の通り申請します
会合実施後、速やかに商工会へ実施報告を行います
	開催予定日
	令和　７年　　　月　　　　日　　　　　時　　　　分　～

	開催場所
	町内会員飲食店名

	参加者予定数
	名
	参加者内訳

	
	
	事業主（代表取締役） 〔　　　　　　　〕　名
役員（専従者）　　　　〔　　　　　　　〕　名
従業員　　　　　　　〔　　　　　　　〕　名



～申請にあたり確認していただくこと～
⑴　社内で開催される従業員の親睦が目的であること
⑵　未雇用の同居家族・親族、従業員の家族は補助対象外であること
⑶　町内の遠賀町商工会会員飲食店を利用すること
⑷　親睦会は令和7年10月1日～令和7年11月30日の間に行うこと
⑸　開催7日前までに様式により参加者数、開催場所の申請を行うこと
⑹　親睦会を分割して開催する場合は、参加者数が最大の会合のみに補助します
⑺　開催における参加者補助額は1事業所あたり上記期間内1回、１人につき2,000円、最大で10名までです
⑻　参加者に満20歳未満の者がいる場合は、飲酒を勧めてはいけません
⑼　利用者は、必ず実施報告書（様式2）に会合後利用した飲食店の領収書および会合の様子・参加者が分かる写真を添えて、令和８年1月15日までに商工会へ提出してください
⑽　本事業の利用は上記の条件を満たしたうえで申し込み先着順とし、当年度において本事業予算に達し次第受付を停止します。
⑾　雇用従業員がいない事業主（一人事業主・一人親方）に限り、遠賀町商工会員同士の親睦を目的とする場合、事業主一人分のみ補助を行います
⑿　補助分の商工会商品券は委員会において支給決定を行い、令和８年2月以降に支給します
